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第３次学校安全の推進に関する計画について（令和４年３月文部科学省策定）

作成のポイント
〇本計画は、学校保健安全法に基づき、令和４年度から令和８年度までの５年間の計画として、学校安全に係る基本的方向性と具体的な方策を示す計画を作成

〇安全で安心な学校環境の整備や組織的な取組を一層充実させるとともに、安全教育を通じ、児童生徒にいかなる状況でも自らの命を守り抜き、安全で安心な
生活や社会を実現するために自ら適切に判断し主体的に行動する態度の育成を図ることが重要

〇学校安全計画･危機管理マニュアルを見直すサイクルを構築し、学校安全の実効性を高める

〇地域の多様な主体と密接に連携･協働し、子供の視点を加えた安全対策を推進する

〇全ての学校における実践的･実効的な安全教育を推進する。

〇地域の災害リスクを踏まえた実践的な防災教育･訓練を実施する。

〇事故情報や学校の取組状況などデータを活用し学校安全「見える化」する。

〇学校安全に関する意識の向上を図る（学校における安全文化の醸成）

学校安全のポイント

学校における安全教育（学習指導要領の改訂への対応）

〇教科横断的なカリキュラム･マネジメントの確立
安全に関する資質･能力を明確化し、学校教育活動全体を通じた教材等横断的なカ
リキュラム･マネジメントの確立を通じ、地域の特性や児童生徒等の実情に応じた安全
教育を推進することが重要
〇安全教育の進め方
「学校安全計画」を全教職員が理解し、児童生徒等が安全上の課題について自ら考え、
主体的な行動につながるよう、様々な手法を適宜取り入れることが重要。実施後は、安
全教育の取組状況を把握･検証し、改善につなげていくことが必要。

学校安全資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育の活用
「学校事故対応に関する指針」を踏まえた対応

〇学校安全資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育
震災や豪雨等の自然災害の状況、交通事故や犯罪等の社会的な情勢の変化など、新
たな課題や学校における活動中の事故や登校中における事件･事故に巻き込まれる事
案やスマートフォンやＳＮＳの利用を巡るトラブルなど従来想定されなかった新たな危機
事象の発生に対応するための学校安全資料。
〇「学校事故対応に関する指針」に係る対応
「学校事故対応に関する指針」に基づき、事故等発生時の組織的かつ的確な対応、調
査･報告･再発防止等の適切な事後対応や児童生徒等への心のケアを実施することが
必要。

安全教育と安全管理における組織活動

学校における安全管理

〇安全管理の考え方
「学校安全計画」に基づいて、安全教育と安全管理を一体的に活動を展開することが重要。
〇新たな危機事象への対応
これまでの危機対応及び災害発生時の対応に加え、スマートフォンやSNSの普及に伴う
犯罪被害、テロ、弾道ミサイル発射等の国民保護に関する新たな危機事象への対応を念頭
に、学校における危機管理は、社会情勢の変化に応じ、常に最新の状況にしておくことが重
要。
〇幼稚園、特別支援学校等における留意点
幼児の発達の特性や各園の特徴、障害の特性等に応じた留意が必要。

〇学校における体制整備
管理職のリーダーシップの下、学校安全の中核となる教職員の役割を明確化し、全ての教
職員が一体となって取り組むことが重要。
全ての教職員が、各キャリアステージにおいて、必要な資質･能力を身に付けることが必要。
〇学校･家庭･関係機関等の連携
安全上の課題が複雑化･多様化する中で、家庭･地域･関係機関等との連携が不可欠。
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施策の基本的な方向性 ５つの推進方策

１．学校安全に関する組織的取組の推進

２．家庭、地域、関係機関等との連携・協働による学校安全の推進

３．学校における安全に関する教育の充実

４．学校における安全管理の取組の充実

５．学校安全の推進方策に関する横断的な事項等
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学校事故対応に関する指針 （平成28年３月文部科学省）
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学校事故対応に関する指針 （平成28年３月文部科学省）

指針に基づく対応

〇教職員研修の充実、各種マニュアルの策定・見直し

〇安全教育の充実、安全管理の徹底

〇事故事例の共有（情報の集約・周知）

〇緊急時対応に関する体制整備

未然防止のための取組

事故発生

〇応急手当の実施

〇被害児童生徒等の保護者への連絡

事故発生直後の対応

〇死亡事故及び治療に要する期間が３０日以上の負
傷や疾病を伴う場合等重篤な事故については、学校
の設置者等に事故報告

〇死亡事故については都道府県教育委員会等を通じ
て国に報告

〇学校による基本調査（教職員・児童生徒等への聴
き取り等、調査開始から３日以内を目処に終了し、整
理した情報を学校の設置者に報告）

初期対応時の対応
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〇学校の設置者等が、中立的な立場の外部専門家等からなる調
査委員会を設置して実施

〇調査委員会又は学校の設置者は調査結果を被害児童生徒等
の保護者に説明（調査の経過についても適宜適切に報告）

〇調査結果を学校の設置者に報告、報告を受けた調査結果につ
いては、都道府県教育委員会等を通じて国に提出

詳細調査の実施

〇学校、学校の設置者等は報告書の提言を受け、速やかに具体
的な措置を講ずる、講じた措置及び実施状況について、適時適
切に点検・評価

〇国は、提出された報告書を基に情報を蓄積、教訓とすべき点を
整理した上で、全国の学校の設置者等に周知

再発防止策の策定・実施
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消費者安全調査委員会「学校の施設又は設備による事故等」調査報告(令和５年３月３日)

１．調査の目的

消費者安全調査委員会は、被害の発生又は拡大の防止を図るため、小中学生が被災した事故等のうち、主に学校の
施設又は設備が原因で発生したと考えられる事故等について、公立の小中学校を中心に調査を実施（以下は訪問した
学校において確認された死亡の危険のある設備例）。その結果を取りまとめた報告書が令和５年３月３日に公表され
た。

写真１ 教室の窓
際に設置さ棚

図２ 事故イメージ
(棚の転倒及び落下)

写真２ 積み重ねられ
固定されていない棚

図１ 事故イメージ
(棚に登り窓から転落)

２．原 因
学校の施設又は設備による事故等の主たる原因の一つは、実効性のある安全点検が実施されていないことである。
この理由として、効果的な安全点検の手法が標準化されていないこと及び、担い手の支援が不十分であることの二つ
が考えられる。

文部科学大臣への意見

１．安全点検の改善

（１）安全点検に関する手法の改善
学校における施設又は設備の安全点検に関する手法について、労働
安全分野等におけるリスクアセスメント等の知見を参考とした改善を
行うこと。

（２）安全点検に関する担い手の支援
学校における施設又は設備の安全点検に関する担い手について、教
職員が担うべき業務、確認すべき資料を精査するとともに、外部人材
の活用が促進されるよう支援すること。

２．緊急的対策の実施

安全点検の改善に先立ち、教職員の負担に配慮しつつ、学校に対し、死
亡事故が発生する可能性のある箇所（転落の危険のある窓や固定されず
に積み重ねられたロッカー等）の点検を依頼し、その結果について把握・検
証すること。
点検にあたって、外部人材の活用が可能な場合には、その活用を検討す
ることも依頼すること。
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確実な安全点検の実施・不審者対策について

令和5年4月、体育の授業中に転倒した児童が、校庭に放置された釘で裂傷を負うという事故が発生しました。
学校において児童生徒等が安心して活動するためには、校庭も含めた安全管理が適切に行われることが重要です。
文部科学省で作成している「学校安全資料（「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育）」においても、下記のとおり、
校庭等における安全管理の項目を示しているところです。 （令和５年５月１５日付け通知文発出）

〇学校安全資料（「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育）

（P.117）

令和5年３月、埼玉県戸田市の中学校に刃物を持った不審者が侵入し、教員に危害を加えるという事件が発生しま
した。不審者侵入防止のための３段階の観点等を踏まえ、各校のマニュアルの見直しを図り、不審者による学校侵入防
止対策等の安全管理の強化に努めることが重要です。

学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドライン － 解説編 (p.27)



日本スポーツ振興センター 過去の事例・各種資料の掲載
校内研修等で活用できる資料もあります。 校内でヒヤリハット事例の共有もしましょう
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学校における熱中症対策のガイドライン作成の手引き

環境省・文部科学省において、「学校現場における熱中症対策の推進に関する検討会」を開催し、学校における実
際の熱中症対策や判断の参考となる事項について、「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」を作成した。

【熱中症警戒アラートの活用における視点】

〇熱中症警戒アラートの活用にあたっては、学校での授業・行事等の見直しなど、子供たちへの熱中症防止対策
を行うとともに、保護者、一般住民の方からの問い合わせ等への対応も求められる。

【熱中症への予防措置】

＜事前の対応＞
〇熱中症の予防は、暑さ指数（WBGT）を基準とする対策・体制を事前に整えることが基本です。
・暑さ指数（WBGT）に基づく運動等のししんを中心とした熱中症予防の体制整備
・熱中症警戒アラートが発表されたときの対応例や地域や各学校の実情に応じて熱中症警戒アラートへ
の対応方法を調整する。

＜緊急時のための体制づくり＞
〇熱中症が疑われるときには、放置すれば死に至る緊急事態であることをまず認識しなければなりません。
緊急事態に迅速かつ的確に応急処置に講じるため、学校の体制を確立する必要がある。

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/
1401870_00001.htm

文部科学省
「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」の作成について

文部科学省からの通知(メールでR6.５．７付発出)
「学校教育活動等における熱中症事故の防止について（依頼）」
「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き（令和６年４月 追補版） 」



熱中症特別警戒アラート
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学校安全計画 の策定・見直し

平成31年３月
文部科学省

https://www.mext.go.jp
/component/a_menu/ed
ucation/detail/__icsFiles
/afieldfile/2019/04/03
/1289314_02.pdf

【学校安全計画の作成のポイント】
〇学校安全計画は、安全教育の各種計画に盛り込まれる内容と安全管理の
内容とを関連させ、統合し、全体的な立場から年間を見通した安全に関す
る諸活動の総合的な基本計画である。

〇学校安全計画を策定する際には、全ての教職員、保護者や関係機関・関係
団体等の参画や周知が重要である。

〇策定後も。全国各地において発生する様々な事故等・自校を取り巻く安全
上の課題やその対策を検証し、学校安全計画を毎年見直しPDCAサイクル
を回す事が必要である。

【学校安全計画の内容例】
１ 安全教育に関する事項
２ 安全管理に関する事項
３ 安全に関する組織活動

【学校安全計画例】

https://www.pref.gunma.jp/site/
kyouiku/8833.html
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学校の危機管理マニュアル等の評価・見直しガイドライン （令和３年３月文部科学省）

解説編

チェックリスト編

サンプル編

令和３年６月
文部科学省

https://www.mext.go.j
p/a_menu/kenko/anzen
/1401870_00002.htm
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桐生市の取組
（R3,4実践）

モデル校の主な取組

〇予告なし避難訓練の実施要項のひな形作成及び実施（全校実施）

〇防災教育「クロスロード」（全校定着化）※１

〇防災リーフレット活用･･･リーフレットを活用した避難訓練の実践※２

※１「クロスロード」
※２「防災リーフレット」

学校安全総合支援事業の取組ついて【R5モデル地域（伊勢崎市）】
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地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業

R５補助金活用自治体

〇太田市

〇渋川市

〇富岡市

〇安中市

市内全校の取組

ぜひ各自治体協力のもと
5年以上継続して
文部科学大臣表彰を

群馬県教育委員会 健康体育課 学校安全･給食係



○高崎市車郷での

モデル授業

地域に根ざした防災教育

防災教育の観点から、小学校・中学校向け教材の作成を行っています。

各校防災教育の取組状況
はいかがでしょうか

→児童生徒が

・被災者として

・避難者として

を想定し、それぞれができ
ることを考えられるような
取組が求められています。

各種教材の活用や

出前講座についてもご検討ください
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いのちの安全教育の実施

安全教育の最近の傾向では
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被害、加害両方の視点をもつことも大切

いのちの安全教育について
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学校安全の取組・資料等について

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/


